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開 会 午前９時３１分

藤井本委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより予算特別委員

会を開会いたします。

皆さん、おはようございます。一昨日、昨日と２つの常任委員会、熱心にご審議をいただ

きました。２つとも、１つは参加して、１つをネット等で見ていましたけども、非常に丸１

日かかって熱心にご審議をいただいていると、またしているということは、本当に肌で感じ

たところであります。何を言いたいかというと、補正予算を審議するこの予算特別委員会、

５年、６年前までは分割付託して常任委員会で審議をしていました。当時いろんな議論をし

て、予算特別委員会を設置して、こうして補正予算についても審議していこうということで

審議したことを思い出していたところでございます。昨日おとついなんかの熱心な審議を見

ていると、こうして別に予算特別委員会の日程というものをつくってやっていると、やって

よかったなと私自身は感じておるところでございます。おととい、昨日に引き続いて、今日

も慎重にご審議いただきますことをお願いして挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。

委員外議員のご出席を紹介いたします。増田議員、松林議員。

発言される場合は必ず挙手をいただき、指名をいたしますので、マイクの発言ボタンを押

してからご起立をいただき、必ずマイクを近づけてから発言されるようお願いをいたします。

会でのマスクを着用したままの発言についても認めておりますので、ご承知おきください。

すので、これもご承知おきお願いします。

発言につきましては、簡単明瞭にしていただき、会議時間の短縮にご協力いただきますよ

うお願いをいたします。

ここで予算特別委員会の開会に当たり、事前に一般会計補正予算の審査方法について確認

いたしたいと思います。今回の補正予算の範囲は歳出で８款までございます。提案説明につ

いては、一般会計補正予算の歳出と歳入を一括で説明を受け、その説明の後、歳出と歳入の

全てに関する質疑を一括で行います。そして、質疑終了後に議員間討議、討論、採決を行い

ます。

このことにつきまして、何かご意見ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、今申し上げたとおり委員会運営を行うことといたします。

議題といたします。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

米田財務部長。

米田財務部長 皆さん、おはようございます。財務部の米田でございます。本日もよろしくお願いい

たします。
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号）についてご説明を申し上げます。

まず、初めに補正予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。

第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,993万2,000円を追加いた

しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ181億4,757万9,000円とするものでござ

います。

それでは、事項別明細書の５ページをお願いいたします。

歳出よりご説明をさせていただきます。２款総務費、１項１目一般管理費で、補正額は27

万5,000円でございます。児童手当制度の改正に伴いまして人事給与システムの改修を行う

ものでございます。

続いて、３目会計管理費で、補正額は65万円でございます。会計年度任用職員に係る補正

でございます。

12目地方創生臨時交付金事業費で、補正額は67万2,000円でございます。事業費の精算に

伴う国庫交付金の返還金でございます。

２項１目税務総務費で、補正額は306万6,000円。続きまして、６ページ中段、３款民生費、

２項８目こども・若者サポートセンター事業費で、補正額は246万8,000円でございます。い

ずれも会計年度任用職員に係る補正でございます。

続きまして、６ページの下段から７ページにかけてでございます。７款消防費、１項３目

消防施設費で、補正額は200万円でございます。自治総合センターコミュニティ助成事業に

おける事業採択に伴いまして、申請大字に補助金を交付するものでございます。

続いて、８款教育費、５項４目公民館費では、補正額が2,521万4,000円でございます。こ

ちらにつきましても自治総合センターコミュニティ助成事業における事業採択に伴い、申請

大字に補助金を交付するものでございます。

続いて、６目文化会館費で、補正額は558万7,000円でございます。新庄文化会館運営事業

並びに當麻文化会館運営事業におきまして、それぞれ会計年度任用職員に係る補正となって

ございます。

続きまして、歳入でございます。事項別明細書の４ページをお願いいたします。

上段より、１款市税と９款地方特例交付金でございます。国の施策である住民税１万円の

定額減税に伴いまして、市税、個人住民税が減収するところでございますが、この減収分に

ついては全額国費で補てんすることが国から示されているところでございます。市民税、個

人所得割から１億5,000万円を減額いたしまして、同額の１億5,000万円を地方特例交付金で

増額するものでございます。

14款国庫支出金でございます。２項２目民生費国庫補助金で、補正額は150万9,000円でご

ざいます。人事給与システムの改修については全額国庫補助となってございます。

18款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金で、補正額は2,142万3,000円で、収支の調整で

ございます。

続いて、20款諸収入でございます。３項３目雑入で、補正額は1,700万円でございます。
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自治総合センターコミュニティ助成金といたしまして、内訳では、防災資機材整備補助金と

して200万円、地区公民館建設補助金として1,500万円でございます。

以上で、一般会計補正予算（第２号）についての説明を終わらせていただきます。よろし

くご審議賜りますようお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

冒頭で説明をさせていただきましたとおり、歳出と歳入の全てについて質疑を行います。

歳出と歳入、関連ありますので、もし関連性を聞くというのであれば、歳出を先に言っても

らって、それに対する歳入というような質問をお願いしたいと思います。単発の場合は歳入

からどんと行ってもらっていいけども、関連する場合は歳出を先にお願いします。

質疑はないですか。

坂本委員。

坂本委員 おはようございます。よろしくお願いします。

ちょっとよく分からないので教えていただきたいんですけれども、５ページの２款総務費、

３目会計管理費、それと同じく２款１目税務総務費、３款民生費、８目こども・若者サポー

トセンター事業費、８款教育費、６目文化会館費、この全てが会計年度任用職員に充てる費

用となっております。人件費というのは当初予算である程度算出されていると思うんですけ

れども、この機会に補正として会計年度任用職員の費用を５件出してこられたということは、

急に各担当課で人が足らなくなって、急遽人を入れられたと、そういうことになるんでしょ

うか。ちょっとお聞きします。

藤井本委員長 石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。よろしくお願いいたします。

今回の会計年度の補正予算の計上につきましては、それぞれの課で病気休暇や産前産後休

暇の取得予定者が発生しまして、通常の異動では対応困難なものでしたので、会計年度任用

職員に対応するため所要の予算を各課で計上しているものでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 坂本委員。

坂本委員 これはたまたまそういう病欠とか、そういう出産の職員が出たので募集するということに

なると。こういうのはよくあることなんでしょうか。都度じゃあ補正を上げられて、会計年

度任用職員分の報酬を上げられるということなるんでしょうか。また、この採用のめどとい

うのは立っているんでしょうか。

藤井本委員長 石田課長。

石田人事課長 その都度補正予算を計上するかというお話かと思いますが、当初予算で必要である会

計年度任用職員というのは予算で計上しております。ただ、その後出た場合というお話なん

ですけれども、多少であれば人事課のほうで緊急用の会計年度任用職員の枠を持っておりま

すので、それで対応させてもらいます。ただ、今回につきましては複数出ましたので、改め

て補正予算を計上させてもらったものでございます。あと採用のめどにつきましては、これ

から、予算が通ってから募集をかけますので、それについてはちょっとお答えは難しいかな
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と思います。

以上です。

藤井本委員長 坂本委員。

坂本委員 ありがとうございます。たまたまのこの５件、補正にずらっと出てきたもので、ちょっと

お聞きさせてもらいました。ありがとうございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 よろしくお願いします。

今の坂本委員の関連なんですけれども、まず、２款総務費の３目会計管理費の職員の病休

による会計年度採用ということなんですけれども、３月議会で会計管理者、本会議で議場に

座っていらっしゃらないんですよ。６月の本会議も会計管理者は座っていらっしゃらない。

このことに対する、病欠かなというふうに私は考えているんですけれども、やはり会計管理

者が、職務代理者がいるんだと思うんですけれども、不在の中で、会計年度を入れて対応で

きるんですか。まずそのことを１点ちょっとお聞きしたいなというふうに思っています。

もう１点、今度、８款教育費なんですけれども、６目文化会館費、これについても病欠に

よる会計年度、入れていらっしゃるということなんですけれども、私、議会の充て職で文化

会館協議会の会長もさせていただいているんです。実は委員の方からちょっと申出というか、

情報提供というか、いただいておりまして、その方がおっしゃるには、今、現状、文化会館、

新庄マルベリーにしても、當麻文館にしても、正職がいらっしゃらないと。アルバイトしか

いらっしゃらないと、アルバイトというか会計年度しかいらっしゃらないと。こんな状況で、

もし何か危機が起こったとき、例えば火災であるとか、そういった対応を誰が責任取ってや

るんだと。

かつ、マルベリーに関しては、この４月、５月中、私は何日かということまでは聞けてな

いんですけれども、休館した日があると、臨時休館した日があると。これが職員がいらっし

ゃらなくて開けられなかったというような状況をちょっと聞いているんですよ。その事実確

認と、実際、今の職員、きちっと手当てできているのか。会計年度で間に合うところは間に

合うで私はいいと思うんですよ。でも会計年度で本当に間に合うかというところまできちっ

と考えて今回手当てされているのかというところをちょっと聞かせていただけますか。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまの会計管理者の部分なんですけども、まず前提としましては、個人の特定される

おそれもありますので、個別具体的な答弁は難しいところもあるんですが、まず、今、会計

課の状況は会計管理者の代理を立てて運用しているところでございます。それで職員につい

ては会計年度でまず対応すると、補正で事務量の増については対応すると。そのほかの手だ

てにつきまして、現在調整しまして、人事異動で対応するのか現在調整しているところでご

ざいますので、今の段階ではまず会計年度の補正ということになっております。

以上です。

藤井本委員長 津本課長。
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津本生涯学習課長 生涯学習課、津本と申します。よろしくお願いします。

今、委員から質問がありました新庄文化会館が事務所を閉めていたときの対応でございま

す。こちらにつきましては、閉めていたときには、極力職員が応援するということで入って

おりましたが、どうしても不在となる場合の対応ができない場合につきましては、事務所の

扉に不在のお知らせと緊急時の連絡先を掲示、または電話につきましては當麻文化会館のほ

うに転送をかけるなどの対応をさせていただきました。

新庄文化会館につきましては、現在６月よりは職員が一応復帰していただいております。

あと、職員不在によりますもし火災とかの場合の対応についてでございますが、防火管理の

資格について、新庄文化会館の職員不在のときにつきましては、図書館長が防火管理の資格

を持っておりますので、そちらのほうで対応させていただくということで考えております。

以上でございます。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 今の質問で追加させていただきます。臨時休館というのはしておりませんが、一

部不在、事務所が閉まったということはございます。

以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 両方ともそういうことで一定の理解はしているんです。この会計管理者のほうなんですけ

れども、今は部長級ということでやっていただいていると思いますし、この時期、出納閉鎖

の時期やと思うんですよ。この会計課というのは、これは市にとって大事な部署でもあって、

ここの会計管理者が不在ということ、ちょっと特定されるとということなんですけれども、

３月議会にも出ていらっしゃらなかったということは、これもう３月からずっと同じ状態が

続いているというふうに私は思うんです。そうなると、やはりそこに必要な手だてを４月に

やるべきだったというふうに、私はそこがなぜできなかったのかなというところの人員配置

に関しては、少し疑問を感じているところです。

それから、文化会館に関しましては、臨時休館、私、先ほどそう言いましたけれども、行

かれた方が誰もいてないというところで、そういうふうに私におっしゃったのかもしれませ

んが、やはり６月から職員、復帰していただいてよかったなというふうに思っている反面、

４月、５月はやっぱりそういう状態がずっと続いてたということだと思うんです。これにつ

いて、図書館長が、防火管理者がいないときはということなんですけれども、やはり図書館

長は図書館を預かっている仕事があるわけですよ。どこまで目が届くのか、それやったらも

う図書館とマルベリー一体で防火管理者１人でいけるんかという話になってくるわけですよ。

そういうことも含めて、必要な職員の手当に関してはしっかりとやっていただくということ

をちょっとお願いしておきたいと思います。

先ほど坂本委員からもありましたけれども、６月議会で急遽この会計年度がばらばらっと

出てくると、本当に適切な人材配置、４月１日に人事異動しとるわけでしょう。これが本当

に適切やったんかということもやっぱり検証せんとあかんわけですよ。その辺り、どういう

ふうに考えられているのか、ちょっとこれは副市長、ぜひお考えをお聞かせいただきたいん
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ですけど、お願いします。

藤井本委員長 東副市長。

東 副市長 おはようございます。東でございます。よろしくお願いいたします。ただいまの梨本委

員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。

まずもって考え方といいますか、自治体経営の基本理念、これについて地方自治法の第２

条の第14項、ここに何て書いてあるかと申しますと、地方公共団体は、その事務を処理する

に当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしなければならないと、このようにうたってあります。私どもといたしましては、今申し

ましたこれを遵守いたしまして、昨年度各部課において人事ヒアリングというものを、１回

ではございません、２回、３回と重ねました。その結果、こういうふうな人事配置でいこう

ということを決定し、４月からの配置をしたわけでございます。ですから、今申されました、

職員がたくさんおればいいんですけれども、やはり最少の経費で最大の効果を生むというこ

の理念に基づいて人事配置をしたということでご理解賜りたいと思います。

以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 副市長のおっしゃることはもう私もよく分かっています。最少の経費で最大の効果を挙げ

るということは、これは自治体の基本だと思います。ただ、最少の経費といっても、必要な

ところの必要な措置はやっぱりせんとあかん。もうここに関しては、特に今、私が目につい

ているのは会計課、それから教育委員会の文化会館に関して、しっかりと配置をしていただ

くというところを強くお願い申し上げまして、この程度にしておきます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 関連で質問させていただきます。

１つは、５件ほど会計年度任用職員、今回新たに補正が上がっているわけですけれども、

理由として病休の代替、あと産休の代替ということですけど、人数は分かりますでしょうか。

これが１つ。それから、その中でいわゆる管理職、今、会計管理者の問題もありましたが、

病休者の中で管理職の方がどの程度おられるのか。この内訳が分かりましたらお願いしたい

と思います。

それから、２点目ですけども、会計管理者については、私どもも大変心配しております。

この時点で会計年度任用職員の方の補正が上がってきたということですが、つまり、病休後

の人の手当てはどうなっていたのかと、今日に至るまで。出納閉鎖もありますし、これから

決算に向けて作業もありますけれども、会計管理者が不在のまま、職務代理者、当然、中で

立てられていると思うんですが、応援とかなかったのかどうか、一体どういう形でここまで

推移してきているのかということについてお伺いしたいと思います。これが２つ目です。

３つ目ですけれども、私が懸念していますのは、この間病気休暇も多いですし、それから

員と会計年度任用職員の比率が一体どうなっているのか、この点についてお伺いします。
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藤井本委員長 以上３点。

石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。よろしくお願いします。

補正予算における会計年度任用職員の追加人数は４名になります。それと病休職員の人数

ですか。すみません、６月１日現在で言うと……。

（発言する者あり）

石田人事課長 すみません、産休は１人です。病休が３名です。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 ２つ目の会計課の状況どうだったのかというのは……。

（発言する者あり）

藤井本委員長 石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。

４名のうち１名が管理職になります。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 次の２つ目に質問された、谷原委員のされた会計管理者の今までの状況はどうだった

のかということですが、基本的に病気休暇の方に対しましては、病状把握に努めるというこ

とで、復帰の見込みがあるという想定で、病気されたときから会計課と話合いをしながら、

病状把握に努めて回復をお待ちするという形で進めておりました。そのような中で業務量の

問題とか、それぞれお聞きして、まずは職務代理者が必要だということで職務代理者を立て

た。その中で一番繁忙期の時期にたまたま差しかかったわけですが、今、出納閉鎖時期の。

その中でいろいろ状況を聞きながら、今回の補正で対応するという形に現在なっておるとこ

ろです。ですので、先ほどの答弁と重なる部分もありますが、現在は調整して、まだ続けて

おる状況です。

藤井本委員長 会計年度の比率やね。

石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。

すみません。令和５年４月１日現在の数字しか今手元にございませんが、よろしいでしょ

うか。会計年度任用職員が429人、正職員が348人、合計777人で、比率で言いますと55.2％

になります。

以上になります。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ちょっと１問目の質問で要領が得なかったので確認なんですけども、病休が３名というこ

とになって、そのうちの管理職は１名ということでいいんでしょうか。先ほど言っている会

計管理者のみということでよろしいんでしょうか。私もちょっと把握している中で、あの方

は違うのかと一瞬思ってしまったので、具体的には言えませんのであれなんですが、ちょっ

と確認であります。

それから、会計年度任用職員の方も、人員の応援とかはあったのかどうか、それをちょっ
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と聞きたかったんです。つまり、復帰の見込みがあるからということで、その様子を見てい

てということだったんですけど、その間繁忙期等も含めて会計課に対する応援等、人員の。

だから、今回の補正予算で初めて充てるということなのか、ちょっとそこを聞きたかったん

です。１問目の確認ということで、申し訳ないです。

藤井本委員長 石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。

すみません、申し上げた先ほどの管理職は、１名ではなく２名の間違いです。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 ２つ目の谷原委員のご質問の応援の状況ですけども、人事課で配当する予算があると

いう説明もあったんですが、会計年度の方の時間外の枠を、週３を週５に変えていただいて

対応したというのが現状です。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 １つ目の質問のところで、管理職、病休のうち２名ということで、昨年度も年度末、管理

職の方が複数名ほど退職されました。議会の議員は皆さん懸念していると思うんですけれど

も、やはり今、大変負担がこういう管理職の方々に大きくなって、そういうことが起きてい

るのかなということを懸念しているんです。先ほどの会計課の問題ですけれども、会計年度

任用職員の方を応援で充てるということですけど、専門性の高いところの部署で、その長が

病気休暇になったときに、やはり残りの課員の方の負担というのは相当のものだろうと思う

んです。そこに会計年度任用職員の方の人員を充てても、これはちょっと大変なことだった

ろうなというふうに想像するところなんです。

今後は、人事異動等も考えて、決算に向けて人事異動等で手当てしたいというふうなこと

でしたので、それをぜひお願いしたいと思うんですが、先ほど会計年度任用職員と正職員の

ことであります。会計年度任用職員の方は３年に１回、ある意味では雇用期間が切れて、も

う一度採用試験を受けて、そこで退職をやむなくされる方もたくさんいらっしゃいます。つ

まり、経験の継承ができない。となると管理職がしっかりと会計年度任用職員の方、新たに

その職員に対して様々なことを伝えもし、指導をしていくという負担も大きくなります。

国的な状況、あるいは奈良県内の状況、正職員と会計年度任用職員の比率、分かったらいい

ですけど、分からなかったらもう結構です。また決算等もありますから、決算のときに十分

審議していけばいいことだと思っていますのであれなんですが、今分かりましたら教えてい

ただきたいし、分からなければまた調べまして、次の機会で私は構わないと思っていますけ

れども、もし手元にお持ちでしたら、現状はどうなっているのかということをお聞かせ願え

ますでしょうか。２つ目です。

藤井本委員長 石田課長。
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石田人事課長 人事課、石田です。よろしくお願いします。

先ほど言いました令和５年４月１日の調査ですが、まだ他市の分が公表されておりません

ので比較はできておりませんので、また決算のときにでもお答えさせてもらえると思います。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 これは大きな問題ですので、決算のときにしっかりやればいいと思いますので、分かる範

囲で結構です。令和５年の分が無理だったら令和４年、令和３年の時点でもそれぞれ決算が

出ておるわけですから、各市町村。できたらきちっと調べて、どういう状況になっているか

ということをまた教えていただけたらと思います。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。

柴田委員。

柴田委員 先ほどから出ている中で、私も新庄文化会館について更に質問させていただきたいんです

けれども、なかなか人員が足りないとかというお話も聞いておりまして、先ほどの答弁だっ

たら、事務所が何か開けている、閉めているとかの話だけだったように思うんですけれども、

文化会館の業務というのはかなり細かい、いろいろあると思うんですけれども、分かる範囲

でいいんですけど、業務内容についてお聞かせいただきたいなと思います。取りあえずそれ

でお願いします。

藤井本委員長 文化会館の業務内容やね。

津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。よろしくお願いします。委員のご質問に対してお答えさ

せていただきます。

新庄文化会館の主な業務でございますが、文化会館におけます自主事業、それと貸し館業

務、あと会館の維持管理と事務処理ということ、いろいろ事務のほうもありますので、その

ようなものが業務としてございます。

以上でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 簡単なご説明だったんですけど、多岐にわたっているということが分かると思いますし、

あと私が聞いている範囲では、マルベリーホールというのは、音響効果がなら100年会館よ

りもすばらしいということで、あらゆる県下のいろんな有名なブラスバンドとかの方々も練

習に借りに来られるという中で、かなり対応がすごく大変だと思うんですよ。市内の方々だ

けではなくて、いろんなところから来られる方に、説明したりとか、電話対応もありますで

しょうし、メール、それから実際に来られるということも結構あると聞いている中で、正職

員が１名戻ってこられたというふうに今お聞きしたんですけど、あと会計年度任用職員の方

が１名おられると思うんですけれども、それだけで対応、本当にできるのかなというふうに、

特に専門性のある、知識がなければ説明もできないしという中で、正職員の方にかなり負担

がかかっているのではないかなというふうにも思いますし、今、働き方改革で、週２日きっ
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ちりしお休み取らないといけない中で、相手のあることですし、どうやって対応されている

のかなと私はすごく懸念しております。

先ほど副市長が、最少の経費で最大の効果っておっしゃったんですけれども、行政として

はそれはそうかなと思いますけれども、そういった考え方だけでいくと、ますます正職員の

方にしわ寄せがいっているのではないかなというふうに私はすごく懸念しているんですけれ

ども、その辺り、私が言っているのは文化会館だけの話なんですけど、それを１つ例にとっ

て、業務の多さと職員の数というのは果たして妥当なのかどうかというところをちょっと、

もしよかったら副市長にお答えいただきたいです。

藤井本委員長 東副市長。

東 副市長 東でございます。ただいまの柴田委員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。

先ほど私、答弁させていただいたこととちょっと重複するかも分からないんですけれども、

要は、おっしゃっていただきましたこと、昨年度から担当課、教育委員会と、先ほどの梨本

委員のご質問で答えましたけれども、幾度となくこの実態でいけるのかと、職員１名とあと

会計年度２人、これでいけるかと、いけますという返事を原課からいただいておるわけです

ね。ですから、そういうことによって我々は判断をして、今さっき私が申し上げました最少

の経費で最大の効果を得るというところに結びついておるわけなので、決して私どもでこれ

でいけるやろ、勝手にせえよって、そんなことは決して申し上げておりません。原課の意見

を尊重して、人事配置をして、適正な人事配置だと私どもは思っておる次第でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 原課からこれいけるよということで、納得されているというお話なんですけれども、多分、

いや何というか、やっている業務が、私、よく分かりませんけど、こなせるんだよというお

に発展するためにこうやっていこう、ああやっていこうということが、なかなか発揮できな

い中で、ぎりぎりの線でやっていってくださっているんじゃないかなというふうに、私はち

ょっと外から見て感じるんですね。なので、ますますそうなってくると、職員にまた負担を

かけて、ストレスになって病気になられるんじゃないかなという懸念もしております。もう

ちょっといろいろ細かく見ていっていただきたいと思っているんです。だから、今が本当に

適切に人事配置がされているのかということも、もう一度聞き取りとかをしながら、考えて

いっていただきたいなと思っております。

藤井本委員長 要望だけですね。

奥本委員。

奥本委員 関連だけ、先に１つだけお伺いします。今の話のところなんですけども、もう当然のこと

ながら副市長おっしゃるように、最少の経費で最大の効果という、これはもう行政に限らず

民間企業も同じことです。もうどんなことにも当てはまることなので、常々やっぱり職員で

努力されながら、マルベリーに関してはオペレータークラブとか、そういう形を構成して、

どうやったら市民サービスを途切れさせないかというのを日々努力されているのは、これは
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間違いないと思うんです。今回、いろんな休職とかに伴って会計年度任用職員が充てられる

というのは、これはもう仕方ないことで、予算が必要となってくるのは当然のことだと思い

ます。

私がその上でお聞きしたいのは何かというと、先ほど谷原委員からは、マルベリーに限ら

ず、会計年度任用職員というのはあくまでも会計年度の採用なんですよ。任期が保証される

のは会計年度のみなんですよね、年度が変わるとまた違うんです。契約の延長とかもあるか

も分かりませんが、それだって何回も何回もというわけにはいきません。となると、やはり

経験の継承ができないという問題がそこで間違いなくあるんですね。それと、やはり業務の

内容に関しては非常に専門性のある高いところがあって、それが経験の継承にもかかってく

るんですけども、やはり経験のない方がいきなり来て前任者と同じことができるかという、

そこの業務遂行の能力の求められるものの質、そこもあると思います。

そうなってきたときに、特にこの市民生活に密着するサービスの部分において、行政内で

やるというのもいいんですけども、どうしてもこなせない場合があるじゃないですか。そう

いったときまず、ここのところは行政運営、会計管理者のところは別として、市民サービス

に密着したところの部門に関して言うと、やはり市民サービスを継続させるという、提供の

維持を優先させるというのは、非常に優先度の高い事案になってくるわけなんです。そうい

ったときに、やはり内部で対応しきれない場合は、指定管理者制度を活用するという１つの

方法だと思うんです。

そういったことに関して、これは要するに行政運営のデザインの話になります。どういう

形で、こういった市民サービスを優先させるべきところは、そういう指定管理者制度の、こ

れも１つ方法だと思います。その辺をどう考えてはるのかということをお聞きしたいんです。

分かりますか。会計管理者のところはいいんです。それはもう非常に専門性が高くて外部に

出せませんので、じゃなくて、やはり一般的な市民サービスで途切れることのないように維

持するところにおいては、やはり行政内部では賄いきれないところを指定管理という方法が

ありますけど、その辺りどうですかということです。

藤井本委員長 もう部長と違うて、市長に答えてもらおう。人事権のある市長が、今、指定管理のほ

うまで広がったけども、取りあえず先に、市長も答えてくださいよ。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いします。

ただいまの奥本委員のご質問で、先ほどの柴田委員のご質問にも重複する部分あるんです

けど、まず市の業務で各部署によってそれぞれ特性がありますので、文化会館は文化会館の

運営があり、窓口業務で直接市民サービスをする部分は、またそれぞれの特徴がありますの

で、それぞれの対応が必要であると、人事としては考えていまして、その中で特に繁忙期の

ときもあれば、言い方が悪いですけど、暇なときもあるので、その波がそれぞれの課によっ

て異なる状況です。その中で、どのような会計年度任用職員の方に入っていただいてやるの

かというのも、それぞれの課の考えで運用しているのが実態でございます。

まず、会計年度でいいのかと、正職員でいけるのかというのは、そこがまず議論の中にな
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っております。その中で、奥本委員おっしゃいました指定管理者制度も、施設管理の運営の

面で、デザインという大きな話ではないかもしれませんが、手段の１つとしてあると思いま

す。また、委託業務というのも１つの方法としてあります。会計年度もあるということで認

識して、研究しているのが現状でございます。答えはすぐにはちょっと出すのは難しいとは

思っておりますが、以上でございます。

藤井本委員長 市長、できたらこれだけの委員が、ほとんど全て、今の職員に対しての状況について

心配をしているという点、ただし人事権は市長にあんねんから、そんなのも含めて、これは

ずっと続きますから、一言、先ほどの指定管理も含めてお願いします。

阿古市長。

阿古市長

るんだという認識を持っていただいているというのは非常にありがたいと思います。ただ、

市民感情としては、なかなかそういう部分とは、また議員の皆さん方が近くで見ていただい

場合は、職員が最大限頑張った中で不足する部分については、今現在、会計年度任用職員、

そちらのほうもフルタイムから短時間の日数の業務をしていただいている、いろいろバラエ

ティーに富んだ形での会計年度任用職員の採用しておりますので、人数だけではなかなか、

何といいますか、比較のできない部分があると思います。

その中で、今、委員からご質問ありました指定管理の話ですけども、それは前向きに考え

ていっておるところでございます。今現在も、當麻の複合施設は指定管理のほうでお願いし

たのはまさにその部分でございます。公務員として働く場合の時間的なやはり猶予、それと

民間企業の考え方もあります。ですので、何ていいますか、どちらを選択すると一番行政サ

ービスとして市民の皆さん方に高度なサービスが提供できるのか、当然のことながらそちら

の部分につきましては経費との兼ね合いになりますので、そのバランスを取りながら、導入

をしていきたいという考え方を持っております。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 指定管理の考え方について、市長のお考え、ありがとうございました。業務委託という方

法もあるというお話も出ましたけども、業務委託の、何というかな、延長というか、新しい

やり方として指定管理者制度というのが導入されているわけで、それぞれいいところ、悪い

ところがあると思うんですけども、市長おっしゃるように、やっぱり行政のサービスという

か、市民対応、あるいは行政内部の仕組みを回す。これはもう非常に年々複雑になってきて

おりまして、既存の職員の人数だけでは対応しきれていないのも事実だと思います。その中

で、やはりなぜそういうふうに、何というかな、手いっぱいになっていくかというと、過去

のやつをなかなかこう切れない、やめれない。ここが行政の一番つらいところです。民間企

業やったら、もうこれやめとこうってできるんです。そういった中にあって、有効にこの人

材という財を使いこなせるには、やはり外部に１つ持っていく、委託する、そちらの外部の

民間ノウハウを使うというのも１つの方法ですので、その辺り考えていただいているという
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ことですから、引き続きよろしくお願いしておきたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 質問なんですけれども、職員が十分なのかということだろうと思うんです。市民の方々の

意見もあるということなんですが、そこでこれは財政分析等でよく類似都市等ということで

ているのか、類似団体との比較はどうなっているのかということについて伺います。

藤井本委員長 分かりますか。

石田課長。

石田人事課長 人事課、石田です。よろしくお願いします。

政部門で66.13人、類似団体の平均が68.94となっております。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 類似団体の比較においても若干少ないということであります。私も、これは公表されてい

るものですけど、奈良県が公表しております市町村経常経費分析表をということで、いわゆ

る財政分析表というのを毎年公表しております。決算が出ている令和４年度分、今、奈良県

のホームページを見ることができますけれども、この中に普通会計決算として人件費及び人

件費に準ずる費用の分析ということで、これは人口１人当たりの決算額、お金の問題ですね。

お金の問題で人件費、どれだけ類似団体比がどうかということになっているんですが、これ

予算においても人件費について類似団体比較で低くなっております。分からないですか。

今、私、表も持ってますのであれなんですが、これを見ますと、当該団体は赤い印がつい

てて、類似団体内の平均値もありまして、令和２年まではほぼ類似団体と同額程度だったの

人当たりの決算額が、１人当たりですから９万7,102円で、類似団体の平均が９万2,530円と

ないということでありましたから、1,000人当たりの予算額に直しても、このように低いと

いうことが、これは公表された奈良県のホームページを見れば分かるところであります。

ここには人口1,000人当たりの職員数を比べて、先ほど１万人でしたけれども、1,000人当

たりの職員数も、当該団体と類似団体の平均を比べてもやはり差引き1,000人当たりで１人

やっぱり冷静に見ていく必要があると思うんです。これは大きい問題なので、決算のときに、

細かくそちらでも検証していただいて、私どもの意図するところは、やはり大きな負担が、
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とりわけ管理職の方にかかっているのではないかという問題意識でございますので、そこら

辺の在り方も含めて、また決算で議論ができたらと思っております。

以上です。

藤井本委員長 次、進めたいと思います。質疑はないですか。

奥本委員。

奥本委員 ２点お伺いいたします。

７ページ、７款消防費のところです。１点しかありませんね。地域防災組織育成助成事業

補助金、可搬ポンプの予算になっております。可搬ポンプについてお聞きしたいんですけど

も、これは順次進められているわけなんですけども、全大字に配置ということなんですか。

というのは、過去にもたしかこの予算特別委員会でも質問あったかと思うんですけども、配

置はいいんですけども、どの程度活用されているかというところなんです。大字の人数を比

較することなく、大字に１台というやり方で果たしていいのかどうか。１台であればね。ま

ずそこのところ、どういう形で運用されているか、活用されているかというところを確認と

れているかどうかをお聞きしたいと思います。

その次が、８款教育費の公民館分館運営事業、これについてなんですけども、これも大字

の公民館の建築というふうにお伺いしてますけども、まず、この予算の根拠となるその建築

の見積り、これは大字に任せて出てきた予算に対してこれだけの補助、あるいは宝くじです

か、それを充てるとかいうふうになっていると思うんですけども、その根拠となる見積りと

いうのは、行政のほうでもやはりそれは適正かどうかという金額の評価をされているのか、

これについてお伺いします。

以上、２点お願いします。

藤井本委員長 林本部長。

林本総務部長 おはようございます。総務部の林本です。よろしくお願いをいたします。ただいまの

奥本委員のご質問に答えさせていただきます。

今回の可搬式消防ポンプの整備ということで、１つの大字に対して今回、もともと申請が

ございまして、それに対して宝くじ助成を活用して今回配備するものでございます。現在44

か大字、市内に大字があると思うんですけども、可搬式ポンプを所有されている大字は、

我々の調査では25の大字が所有されているというふうになっております。これの活用という

ことなんですけども、基本的にはやはり火災等の初期活動だというふうに捉えておるわけな

んですけども、それだけではなくて、やはり地震も含めて、災害時における地域の自主防災

の強化というところで、ちょっとした地震でも火災が起こりますので、そういったところで

こういった活動を促進するために可搬式のポンプを配備するという考え方でございます。そ

のためには日常的に、もちろん所有するだけでは、それだけでは役に立たない場合もありま

すので、日頃からそういった点検、そういった話合い、そういったこともされているという

ふうに伺っております。

市としては全大字に配備するというものではなくて、あくまでも今現状は25の大字が所有

されているということと、今回申出されているところもたしか買換えというふうに伺ってお
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ります。もともと持っておられるけども、老朽化による買換えだというふうにお伺いしてお

りますので、市としてはそういう考え方で対応させていただいておりますので、以上でござ

います。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。よろしくお願いします。

委員からのこちらについての見積りでございますが、こちらにつきましては、大字の方か

ら要望をいただくときに見積りも全て提出いただきまして、こちらのコミュニティ助成の申

請にさせていただいているということでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 その適正というのは、どういう確認でそれが適正かというのをされていますかという

のもありましたので。見積りの額やね、内容も含めて。

津本生涯学習課長 まず、申請が上がってくるときに、見積りも大字のほうから提出いただく形でご

ざいますが、中身についても大字と市のほうとも協議をしながら、大字で検討できるところ

については検討をしていただいた上での金額を算定していただいてということでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 まず、可搬ポンプ、今回は買換えということで分かりました。ただ、恐らく小型ポンプ車

に全部登載されているというお話で受け取っていいんですか。というのは、単体でなんかあ

んなの到底持てないんですよね。ポンプだけあったらいいかというわけじゃない。当然、吸

管も要るしホースも要るし筒先も要る。その分は、何というか、火災現場に持っていこうと

するともう10人ぐらい要りますよ。なおかつ水利の確保とかやっぱり要りますので、小型ポ

ンプに搭載というのが前提だと思うんですけども、そしたらこの小型ポンプを日頃の点検整

備、訓練もやっておかないと、こんなん現場でいきなり使えないんですよ。それを使うベー

スが、果たして本当にそれが実践されているのか。恐らく今回は買換えなので、それをされ

ているから老朽化というのは分かっているんだと思うんですけども。聞くところによると、

配備をしたけども実際使えてない、使えるような人材も不足しているというのも聞こえてき

たりするんですけども、その辺りを精査されているのかどうか、重ねてお伺いします。

それから、公民館の話ですけども、大字と話はされているということですけども、要は大

字のほうで一番最初に計画、見積りを出されるということなんですけども、そうしたらどの

事業者を使うか、あるいは予算が適正かというところの判断がされているかというのを聞き

たかったんです。というのは、行政の場合、やはりその建設にかかるところであれば、その

業者選定というところが非常に大事になってきて審査が厳しいんですけども、大字の場合は

それがどうなっているかというのがちょっと気になっているので、そこを詳しく改めてもう

一度お願いします。

藤井本委員長 林本部長。

林本総務部長 ただいまのご質問ですけども、この可搬式ポンプというのは、大体重量で80キログラ

ムぐらいのものでございます。移動につきましては、今80キログラムと申し上げましたよう
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に、大人４人ぐらいであれば十分持ち上げて、長距離の移動になりますと軽トラックなどの

荷台に載せる、また、それを下ろしてからのちょっとした移動、数十メートルぐらいの狭い

ところに行く場合は、例えばキャリーとか、そういったものに乗せて移動すると非常に効果

的であると思います。それと、ポンプだけではなくて、もちろん装備品一式という考え方で

ございます。それも含めてのこの助成ということになります。

それと、ふだんの、先ほどもちょっと触れましたけども、日常点検ということですけども、

こちらも私どもで調査したデータがございまして、大体毎月か、少なくとも２か月、３か月

に１回程度の一応点検をされているというふうに伺っています。ほぼ、先ほど所有されてい

る25か大字に至っては、それぐらいの頻度でされていると。あと担い手ということですけど

も、基本的には自警団がされている場合が多くて、ほぼほぼが自警団のほうでそちらのほう

も担っておられるというふうに伺っております。

以上です。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。先ほどの委員様の質問にお答えさせておきます。

こちらにつきましては金額が大きいことから、大字のほうでも２者ほど業者から見積りを

とって金額の判定をされていると聞いております。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 まず、ポンプですね。装備一式やと100キログラム以上になるんですよ。本職の消防の操

法大会に出ると、本当にもう４人ぐらいで、あの屈強な日々訓練されている方が４人ですぱ

っと持っていかれるんですが、それでも周辺の機材というのは、現場に置いたままの状態の

操法なんですね。でも、実際に火事はどこで起こるか分からないので、やはりその辺の機動

力というのは、要するに軽トラとかに搭載する必要が絶対あります。そうなってくると、そ

れをまず運用する方式というのがないと、配備しても全然宝の持ち腐れになってしまいます

ので、そこはやっていただいているということでしたらいいんですけども、ただ過去の防災

訓練とかで、大字の自警団が参加されているところ見ていると、やはりその辺の扱いにかな

り差があるように見受けられるんです。大字ごとにその辺の操作力あるいは維持の向上とい

うか、維持力の向上という表現がいいかどうか分かりませんけども、やはりその辺り、せっ

かくお金をかけて配備するのであれば、有効活用できるような体制をチェックだけはお願い

しておきたいと思います。これはもうお願いで、お願いします。

それから、公民館のところで、今回は金額は高いので、大字のほうで２者見積りを取られ

ているということですけども、今回に限らず、これは本来やって当然のことで、その辺りが

本当に適正なのかどうかというのは、我々は全く分からないので、こういう形で予算計上さ

れてくるのであれば、こういう経緯で、こういうふうな何者かあって、こういう選定で予算

が上がってきて、そこに対してこういう補助金を使いましたという説明があればいいかなと

いう気はします。

藤井本委員長 西川委員。
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西川委員 今の奥本委員の関連なんですけど、歳入のほうで、自治総合センターコミュニティ助成金、

４ページの。1,700万円を可搬消防ポンプと公民館の建設に充てられるというところなんで

すけど、この宝くじ助成の締切りとか、今、補正で出てきているんですけど、この締切りと

か、その採択された時期というのを教えていただきたいなと思います。それで、どういうふ

うな形で宝くじ助成が、大字のほうから上げるのか、市に、そのシステムみたいな、どうい

うふうな補助金の助成の仕方になっていっているのかというのを教えていただきたいなと思

います。

藤井本委員長 野地課長。

野地生活安全課長 生活安全課の野地でございます。よろしくお願いします。

今回採択されましたコミュニティ助成ですけども、申込みの提出が令和５年９月29日付で

申請を県にさせていただいております。その分の交付決定が令和６年３月27日付で採択の決

定があったため、今回の補正に計上させていただいているという形になっております。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。よろしくお願いします。

今、委員の質問があったことについてでございますが、こちらの公民館のほうの申請です

が、令和５年９月28日にこちらの申請をさせていただいておりまして、こちらの決定の採択

ということの通知をいただいたのが、令和６年３月28日に報告いただいております。

以上でございます。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 いや、僕、ぱっと思ったのは、何でこれ、当初予算のときに、必要やったら、この可搬ポ

ンプのやつでも公民館でも当初予算で上げておいたらええのになと思っていたわけです。そ

の予算を。結局、この宝くじ助成がありきでやられるというのが、これがええんか悪いんか、

可搬ポンプ、必要なんですよね。これは北花内のほうで。ほかの大字ももしかして必要なと

きに、この助成がなかったら、ちょっと厳しいですよというような回答というのは、これは

市のほうがそういうふうに回答されているのか。要は、必要なもんを先に上げておいて、当

初予算に組み込む、この南新町の公民館のやつでも、これはたまたま、これは２つ、本来で

あったら恐らく市からの公民館分館等施設整備事業補助金だけやと思うんですけど、これは

プラスアルファされたということやと思うんですけど、これについても、当初予算で南新町

の計画があるんやったら上げておくべきもんじゃなかったんかなと。この補助金がたまたま

ついたから、今の時期に２つ上げられてくる。

もう一個、公民館の助成をこの時期に上げてこられたら、補助金事業なので今年度でやら

なあきませんやんか。恐らくね。それならもうちょっと早めに補正のやつを上げて、臨時で

も補正をもし上げれんのやったら、上げたったほうが、何ぼでも遅なって、また工事の期間

が短くなるとか、そういうことまで考えられてアドバイスされているのかなというところを

教えてほしいなと思います。

藤井本委員長 野地課長。

野地生活安全課長 先ほどの問いなんですけども、この可搬式のポンプの整備につきましては、今ま
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でもこの宝くじ助成を使って整備していただいているものでして、市のほうで採択されてか

ら補正予算を上げさせていただいているという対応させていただいております。

以上です。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。こちらにつきましては、申請を９月に上げさせていただ

いておる状態でございますが、こちらについては採択をされるという確約がございません。

県のほうに申請を上げまして、そちらからまた選定をされましてのコミュニティ助成のほう

に出されることでございます。こちらにつきましては、採択されなかった場合につきまして

も、自治会と市とのほう、お互いに協議のほうもさせてもらっておりまして、かなりの負担

が大きいということでございますので、今回採択されなかった場合につきましては、次年度

でまた申請を上げたいということでの調整もさせていただいております。今回につきまして

は、当初予算で計上できなかったかということでございますが、こちらについては採択とい

うのがまだ確約もできていませんでしたので、当初予算では上げることができませんでした。

以上でございます。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 ポンプのほうなんですが、これって宝くじ助成ありきというところというのは、これは市

の考え方なんかどうかちょっと分かりませんけど、やっぱり必要とされている、これも本当

に消防団の自警団の１つの、何というんですか、消火活動に当たるところの大事な機材であ

りますので、それを採択されるかされへんか分からんようなところでずっと待ってもらって

というのは、僕は補助金の在り方というのは、通ってラッキーというぐらいの感覚です。言

うたらね。やっぱり必要なもんは必要というところで上げていかれるのが市の考え方なんか

なと思う。組み替えるのは後でいいじゃないですか、そういうのはね。補助金が出ましたと

いう。その辺の考え方というのをちょっと聞きたかったんですけど、今、市はそういう考え

方だということなんですね。

公民館も一緒なんですけど、これはでも大字がそういうふうに負担がやっぱりというとこ

ろがあるのもよう分かるので、その辺何とも言いにくいなというところあるんですけど、で

もこれについても本来は、本来はですよ、大字は半分だけなんですよね、言うたら。何もな

いときは。たまたまこれが乗っかりましたという感覚でしかないんかなと、補助金の在り方

って、僕はそうかなと思うんです。だから、本来必要なもんやったら当初予算で上げていく

べきやと僕は思うんですけど、これは大字の話合いもそういうふうにされたということなの

で、これは一定の理解をお示しさせてもらいます。そういう予算の組み方、市当初予算との

考え方、こうやって助成が出たから上げてこられるのはいいんですけど、必要なもんやった

ら当初予算で上げるということを考えられるのかなというところで思ったので、市の考えを

聞かせてもらいました。答弁は今もらったのでいいです。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ちょっと関連でお聞きしたいんですけど、可搬ポンプ及びこの公民館についての運営事業

についての補助ということですが、一つ可搬ポンプの考え方は、一般財源から可搬ポンプ購
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入を希望する大字には一般財源からは出しませんということになっているわけですね。だか

ら、宝くじ助成がついた場合は出しますという理解でいいのかどうか。これでいいのかどう

かです。だから基本的には可搬ポンプを必要だったら大字で買ってくださいと、一般財源か

らの補助はありません。ただし、申請していただいて宝くじ助成がつけば出すと、そういう

ふうな扱いになっているか、この確認をしたいんです。

それから、公民館のほうですけれども、この公民館の建設に当たってはどのようになって

いるのかお聞きしたいんです。つまり、大字負担がどれだけで、一般財源がどれぐらい。宝

くじ助成がつく場合、つかない場合、あろうかと思います。その場合はどうなのかというこ

とをお聞きしたいんです。つまり、要は公民館建て替えとか耐震化をしたいと地元が考えて、

それなりに地元負担をしながら、市から補助をいただくときに、どうなっているのかという

ことをちょっとお聞きしたいんです。

藤井本委員長 野地課長。

野地生活安全課長 生活安全課の野地でございます。よろしくお願いいたします。

可搬ポンプにつきましては、現在はそういう、宝くじが当たればという考え方で、市の一

般財源という扱いは今はしておりません。

以上です。

藤井本委員長 津本課長。

津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。お願いします。

宝くじというか、コミュニティ助成の内容でございますが、こちらにつきましては、総事

業費の５分の３が助成対象ということになりますが、上限として1,500万円定められており

ます。その残りの総事業費から補助された分を引きまして、残りですが、その分の２分の１

を掛けさせていただきまして、1,000円未満切捨ての分として市の補助と大字負担というこ

との割当てとなっております。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 今よく理解できなかったんです。申し訳ないですけど。例えば一般的に5,000万円ほどか

かるとなったときに、５分の３の助成をやりますと。3,000万円ですよね。その3,000万円を

これは市のほうから助成すると。

（発言する者あり）

谷原委員 ということじゃないですね。ちょっとそこら辺をもう一回、例えば5,000万円という具体

的に例を出してやっていただいたら分かりやすいので、お願いできませんか。

藤井本委員長 確認のため、もう一度。

津本課長。

津本生涯学習課長 再度ご説明させていただきます。こちらにつきましては、コミュニティセンター

の総事業費として3,542万8,881円というのがございます。こちらについての５分の３助成な

んですが、上限として1,500万円ということで定められております。ですので、そこから

1,500万円を差引きさせていただきまして、残りの2,042万8,881円に対しまして、こちらの
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分館等の施設整備事業の補助金の２分の１がこちらに該当してまいりますので、その２分の

１を掛けさせていただいた1,000円未満を切り捨てた分、1,021万4,000円が市の補助対象と

いうことでございます。残りの分につきましては大字負担ということになっております。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ということは、宝くじ助成がもし出なかったとしたら、それは大字が負担すると。建てた

いという場合はですよ。それでも建てるということになるのか。いや、大字のほうからした

ら、当たった場合はそういうふうに利用しますということもあろうかと思うんですけれども。

だから、考え方として市の助成金はそこまでしか出ない。要は市の助成金の考え方と宝くじ

助成との考え方なんですよ。つまり、宝くじ助成が必ずしも出るとは限らない中で、今申請

されているということですから、もし助成されないというふうになった場合と助成されると

なった場合と、市の補助の金額も変わるのかなと思うんですけど、そこら辺のことをちょっ

とお聞きしたかったんです。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 どうもご心配ありがとうございます。以前ですといろんな補助金を使って公民館といいま

すか、例えば農林水産省の予算を使いますと集落センターですとか、福祉関係、厚生労働省

の予算を使いますと老人いこいの家ですとか、文部科学省の予算であると公民館ですとか、

いろんな手法の中で、補助金を使いながら公民館の整備を各地域でしてきたという事実はご

ざいます。ただ、私は議員をさせていただいている期間においては、なかなかそういう手法

はもう使えなくなってきていて、公民館建設に関する補助のほうがなかなか見当たらないと

いう中で、唯一今使わせていただいているのが宝くじ助成、それが最大1,500万円、５分の

３とか言うていますけども、現実はもう必ず1,500万円になると思います。

それがない場合につきましては、事業費の半分ずつを行政と地元が負担するということに

なりますので、ですので、その1,500万円があるなしというのが、行政についてもそうなん

ですけども、地元負担の感覚ですよね。金額が多くなりますので、なかなかそれがないと事

城市になってから多分ほぼそれやと思うんですけども、そういうやり方をしてきたという事

実がございます。

それと、ちょっと戻ってしまいますけども、可搬ポンプの話なんですけども、もうこちら

のほうはほぼ各地域で自警団等が可搬ポンプ使い慣れたところがあると思います。その中で、

機器の更新について、もしくは新設というのは非常にうれしい話なんですけども、その扱っ

ていただく皆さん方の組織づくりができるのかできないのかというところが一番関わってき

ます。それで、従前はといいますと、もう全て今申し上げていたやり方で、宝くじ助成の中

で整備をさせていただいている、更新をさせていただいているという事実がございます。た

だ、またその地域の組織として新たにできる、もしくは強化したいという話がありましたら、

それは積極的に話を伺いたいと感じております。

時代は変わっております。今、非常に災害に対する意識も高いですし、危機のリスクとい
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うものは年々高まっているという認識をしておりますので、今現状のやり方だけでいけるの

かどうかというのは、意見をいただいた中で検討していきたいと考えておるところでござい

ます。ほかの財源が見当たるのか、もしくはなかった場合には市単費としてもそこまで踏み

込むのかという議論は重ねていきたいと考えておるところでございます。今のご質問、谷原

委員のほうから公民館のほう、それと先ほどありましたので付け加えて答弁をさせていただ

きました。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 よく分かりました。おっしゃるとおり考え方として、今、防災に対する意識も非常に皆さ

ん高くなって、地域の公民館、耐震化はどうするかとかいう議論の中で、基本的に２分の１

補助ということですけれども、財政負担のことを考えて、宝くじ助成、これを今のところこ

れしか使えるものがないという状況ですけれども、これは今後、可搬ポンプもそうですけれ

ども、考え方としてどこまで市として補助していくかという問題はあるなというふうに感じ

ました。

１問目が長くなって申し訳ないけど、２問目なんですけど、２回目なんですが、先ほどの

奥本委員の関連なんですけども、かなりの高額の補助金ということになりますので、見積書

について、大字では２者ほど取られてということですけれども、補助金要綱の中に、例えば

一定の金額以上のものについては見積り合わせをしたのかどうか、その見積り合わせの見積

書を提出してもらうということもあり得ると思うんです。というのは、一般会計から多額な

お金が出ながら、行政がやる場合は入札等、あるいはいろんな形で公平性が担保できる、競

争性が担保できるような形でやられていますけれども、この補助金事業の場合、これぐらい

多額の補助金を出る場合に、また、これは一度建てると、市の財産というふうになろうかと

思うんです。形としては。地域の公民館は地域のものではなくて、一応市の財産ということ

になると思いますので、ちょっと検討していただけたら。これは意見だけなりますか。もう

意見だけにしておきます。もう先ほどありました、補助金要綱にもしなければ、あればもう

それでいいんですけども、補助金要綱の中に、やっぱり大字が主体となって建設業者を選ん

でいくわけですから、そのときには見積り合わせをするように補助金要綱等を整備していた

だけたらと思います。

以上です。

藤井本委員長 要望ということですね。

ちょっと確認しておきたいんですけど、公民館の建設に関わってですから興味深いところ

ですけど、宝くじ助成をよく使われる場合が多いと。この５分の３だけども、限度が1,500

万円というのはよく分かりました。それを使われない場合もあろうかと思うんですけど、ま

た、それを使ってでもええけど、金額、やっぱり大きいところは大きいものを建てはるし、

市としても２分の１は出すと。残額の２分の１は出すわけですよね。それの限度額というの

はないんですか。設けてないんですか。２分の１は出しているわけですか。市の限度額ね。

津本課長。
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津本生涯学習課長 生涯学習課、津本です。よろしくお願いします。

こちらにつきましては、施設の新築につきましては２分の１ということで上限のほうがで

ございますが、倉庫とか物置とかの併設する施設につきましては、上限としては設けられて

おります。

以上でございます。

藤井本委員長 金額。建物は設けられてないと意味やね。附属設備とかは設けていると。ちょっとそ

の辺をもう、この機会ですから教えてくれますか。

津本課長。

津本生涯学習課長 倉庫とか物置とかにつきましては、事業限度額として１施設につき200万円が限

度となっております。

以上でございます。

藤井本委員長 もう次に進んでまいります。

ほかに質疑ないですか。

高垣部長。

高垣企画部長 企画部、高垣でございます。

先ほど会計年度の対応のところの会計課の部分の勤務をどう変えたのかという部分ですけ

ども、週３から週５と私申し上げたんですが、正しくは週４の６時間から週５の７時間勤務

に変更させていただいていることで分かりましたので、訂正をお願いいたします。

以上です。

藤井本委員長 この間の確保についてということですよね。

ないですか、ほかに。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑もないようですので、これで一般会計補正予算に対する質疑を終結いたします。

議員間討議ございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第44号議案を採決いたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第44号は原案のとおり可決することに決しました。

以上で、本委員会に付託されました議案の審査が全て終了いたしました。

ここで委員外議員からの申出があれば許可をいたします。ございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようですので、委員外議員の発言を終結いたします。
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これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。

閉 会 午前１０時５９分

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

予算特別委員会委員長 藤井本 浩


